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第１　最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進等

　最低賃金については、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年
11 月２日閣議決定）において、「公労使の三者の最低賃金審議会で毎年の最
低賃金額についてしっかりと議論を行い、その積み重ねによって 2030 年代
半ばまでに全国加重平均が 1,500 円となることを目指す。」とされており、
生産性向上に取り組む中小企業へのきめ細かな支援等、中小企業・小規模事
業者が賃上げしやすい環境整備に一層取り組む必要があります。
　また、雇用形態に関わらない公正な待遇（同一労働同一賃金）の確保に向
けて、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化等を強力に推し進めていく必
要があります。
　加えて、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せずに働く
ことができる環境づくりを支援する必要があります。あわせて、非正規雇用労働者の方も含めた、
誰もが主体的にスキルアップに取り組むための環境整備を進めていくことが重要です。

（１）最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援
　　企業が賃金引上げを検討する際の参考となる地域の平均的な賃金や企業の好取組事例等が分
　かる資料の提供や、業務改善助成金の利活用促進により、企業の賃金引上げへの支援等を行い
　ます。

　なお、９月から 10 月までの２か月間を「最低賃金・中小企業支援策周知強化期間」
として、中小企業・小規模事業者のための助成金・補助金活用セミナーを開催す
るなど集中的な取組を実施します。
　また、中小企業庁との連携を強化し、生産性向上等に取り組む中小企業・小規
模事業者等に、よろず支援拠点や生産性向上のための補助金の紹介をするほか、
和歌山働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口において、生産
性向上等に取り組む事業者等の支援を行います。

（２）最低賃金制度の適切な運営
　　地域の実情、経済動向及びこれまでの和歌山地方最低賃金審議会の審議状況等を踏まえ、充
　実した審議が尽くせるよう和歌山地方最低賃金審議会の円滑な運営を図ります。
　　また、最低賃金額の改正等については、使用者団体、労働者団体及び地方公共団体等の協力  
　を得て、使用者・労働者等に周知徹底を図るとともに、最低賃金の履行確保上問題があると考
　えられる業種等を重点とした監督指導等を行います。

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組

タスケくん

効⼒発⽣⽇地 域 別 最 低 賃 ⾦ （時間額）

令和５年10⽉１⽇929円和歌⼭県最低賃⾦

効⼒発⽣⽇特 定 最 低 賃 ⾦ （時間額）

令和５年12⽉30⽇1,050円和歌⼭県鉄鋼業最低賃⾦

令和５年度は改定されなかったため、和
歌⼭県最低賃⾦（929円）となります。

和歌⼭県百貨店，総合スー
パー最低賃⾦
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（３）同一労働同一賃金の遵守の徹底
　　雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保（同一労働同一賃金）の促進に向けて、監督署に
　よる定期監督等において、同一労働同一賃金に関する確認を行い、短時間労働者、有期雇用労
　働者又は派遣労働者の待遇等の状況について企業から情報提供を受けることにより、雇用環境・
　均等室、職業安定部等による効率的な報告徴収又は指導監督を行い、法の着実な履行確保を図
　ります。
　　また、支援策の周知を行うことにより、企業の自主的な取組を促すことで、同一労働同一賃
　金の遵守徹底を図る雇用環境・均等室及び職業安定部と監督署との連携
　による取組を実施します。
　　「和歌山働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口
　においては、労務管理等の専門家による窓口相談やコンサルティング、
　セミナーの実施等、きめ細かな支援を実施します。

（４）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援　
　　非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化に取り組んだ事業主に
　対して支援を行うキャリアアップ助成金について、年収の壁を意
　識せず働くことのできる環境づくりを後押しするために新設され
　た「社会保険適用時処遇改善コース」や拡充した「正社員化コー
　ス」をはじめ、各コースの周知、活用勧奨等を実施します。

（５）非正規雇用労働者等に対する求職者支援制度による支援　
　　雇用保険を受給できない者の安定した職業への再就職や転職を
　促進するとともに、自らのスキルアップを希望する非正規雇用労
　働者等を支援するため、就職に必要な技能及び知識を習得するた
　めの求職者支援制度の積極的な周知・広報により制度の活用を推
　進します。

（６）無期転換ルール等の円滑な運用に向けた周知　
　　無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基
　づく労働条件の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労
　働条件を追加する省令改正等が令和６年４月に施行されることを
　はじめとする無期転換ルールの円滑な運用のための制度見直し等
　について周知・啓発を図ります。

　　

今 後 の 取 組

◀事例集
ダウンロード

年収の壁対策として
労働者１人につき最大 万円助成します！

事業主の皆様へ ＬＬ０６０２０１ Ｎｏ．６

要 件 人 当 た り
助 成 額

① 賃金の ％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

年目
万円 注

② 賃金の ％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

年 目 以 降 、 ③ の 取 組

年目
万円 注

③ 賃金の ％以上を増額
年目

万円

（１）手当等支給メニュー
週所定労働時間

の延長
賃金の
増額

人当たり
助成額

時間以上 ー

万円

時間以上
時間未満 ５％以上

時間以上
時間未満 ％以上

１時間以上
時間未満 ％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ （２）４時間未満の延長の場合は、併せて基本給の増額が必要。
※ １年目に（１）①の取組による助成（ 万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（ 万円）を受けることも可
能（併用メニュー）。

（上述の組み合わせの場合に限り、同一の対象者についてメニューをまたい
だ助成を受けることができます。）

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

（令和５）年 月から、キャリアアップ助成金に
｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に助成

事業主の皆様の
人手不足の解消へ！

※ 本助成金については、 （令和５）年 月１日から （令和８）年３月 日までの間に新たに社会保険の
加入要件を満たし、適用されることとなった労働者が対象になります。

※ キャリアアップ計画書を作成し、取組を開始する日の前日までに、管轄労働局まで
提出してください。（不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持ってご準備ください。）

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

出典：政府広報オンライン（ ）

キャリアアップ助成金

（社会保険の適用）
取組開始

労働時間延長
メニュー

賃上げ、労働時間
延長の取組

手当等の支給 手当等の支給 賃上げ、労働時間
延長の取組

併用メニュー

手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 基本給（総支給額）
の増額

手当等支給
メニュー

６ヶ月 １年 １年６ヶ月 ２年 ２年６ヶ月

キャリアアップ
計画書の提出 ヶ月

支給申請
（１回目）

ヶ月

支給申請
（２回目）

ヶ月

支給申請
（３回目）

ヶ月

支給申請
（４回目）

ヶ月

支給申請
（５回目）

注 年目は取組から ヶ月ごとに支給申請（１回あたり 万円支給）

賃上げ等、労働時間
延長あるいはその両
方による増額

【令和６年２月版】

｢キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを
促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金
を支給する制度です。
このリーフレットの内容①～④は、 年 月 日以降に正社員化した場合
に適用されます。

正社員化コースとは 有 期 雇 用 労 働 者 等 を 正 規 雇 用 労 働 者 に 転 換 等 を
し た 場 合 に 助 成 金 を 支 給 し ま す 。

事業主の皆さまへ

キャリアアップ助成金
「正社員化コース」を拡充しました！

年 月 日以降における変更点のご案内

支給対象期間を現行の「６か月」から「 か月」に拡充します。拡充に伴い、６か月
あたりの助成額を見直します。

都道府県労働局・ハローワーク

企 業 規 模 現 行 拡充

中 小 企 業 万 円 万円

大 企 業 万 円 万円

※   現 行 中 小企 業： １期 （６ か月 ）で 万円 助成 。
※ 拡 充 後 中小 企業 ：２ 期（ か月 ）で 万 円助 成。 （ 期あ たり 万 円）
※ 有 期 か ら 正 規の 場合 の 助成 額。 無期 から 正規 の場 合は 上記 の半 額。
※ 人 目 の 正 社員 転換 時に は、 ③ま たは ④の 加算 措置 あり 。

現 行 拡充

か月以上３年以内 ６か月以上
対象となる有期雇用労働者
の雇用期間

対象となる有期雇用労働者の雇用期間を現行の「６か月以上３年以内」から「６か月
以上」に緩和します。

※ 有 期 雇 用 期 間 が通 算５ 年 を超 えた 有期 雇用 労働 者に つい ては 、助 成額 は「 無期 から 正規 」の
転 換 と 同 額 と する 。

①助成金（ 人当たり）の見直し拡充

②対象となる有期雇用労働者の要件緩和拡充

～無期転換ルールの円滑な運用のために～

無期転換ルール
ハンドブック

労
働
条
件
明
示
の

ル
ー
ル

Ｑ
＆
Ａ

無
期
転
換
の
条
件

メ
リ
ッ
ト
と
意
義

導
入
の
手
順

「
無
期
転
換
ル
ー
ル
」を

ご
存
知
で
す
か

支
援
策
の
紹
介

2024.1

▲賃⾦引き上げ
特設ページ

▲必ずチェック
最低賃⾦

業務改善助成⾦
キャラクター

▶
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第２　リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進

　政府においては「三位一体の労働市場改革」の一環として、リ・スキリングによる能力向上支
援に取り組んでいくこととされています。DXの進展など産業構造の変化の加速化が見込まれる中、
リ・スキリングを含め、労使協働による職場における学び・学び直しの取組の重要性が増すこと
から、企業向け及び個人向け支援策の両方の周知・活用を図るほか、自治体、訓練実施機関、そ
の他関係者と連携しつつ、労使のニーズに応じた取組を進めていく必要があります。

（１）指定された教育訓練を修了した場合の費用の一部支給による経済社会の変化に対応した労働
　者個々人の学び・学び直しの支援　
　　厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に費用の一部を支給する教育訓練給付制度
　について、地域職業能力開発促進協議会を通じ、地域の訓練ニーズを把握するとともに、指定
　講座の拡大により訓練機会を確保します。
　　また、教育訓練給付の支給について、電子申請の利用周知など、教育訓練を受講しやすい環
　境の整備を図ります。
　

（２）ハロートレーニングよるデジタル推進人材の育成　
　　デジタル分野に係るハロートレーニングについては、ＩＴ分野や WEB
　デザイン等の資格取得を目指す訓練コースについて、訓練実施機関に対す
　る訓練委託費等上乗せの継続実施に加えて、「DX 推進スキル標準」に対応
　したデジタル分野の訓練コースを新たに委託費等の上乗せの対象とする措
　置により、訓練コースの拡充を図ります。
　　ハローワークにおいては、デジタル分野に係るハロートレーニングの受講を勧奨し、受講に
　つなげるとともに、訓練開始前から訓練終了後までのきめ細かな個別・伴走型支援により、デ 
　ジタル分野における再就職の実現を図ります。

（３）労働者の主体的なリ・スキリングを支援する中小企業への賃金助成の拡充等による企業にお 
　ける人材育成の推進 
　　人材開発支援助成金について、
　「人への投資促進コース」の長期
　教育訓練休暇制度の賃金助成を拡
　充し、労働者の主体的な学び直し
　を支援します。また、「人への投資
　促進コース」の高度デジタル人材
　訓練や「事業展開等リスキング支
　援コース」で対象のＤＸに資する
　訓練の活用勧奨をはじめ、すべて
　のコースにおいて、デジタル分野
　における訓練の活用促進を行いま
　す。

1　リ・スキリングによる能力向上支援

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組

ハロトレくん

企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク LL040428開企01

人人材材開発支援援助助成成金金 検索

分野未経験

自発的能力開発

教育訓練休暇

デジタル／成長分野

「人への投資促進コース」の助成メニュー

情報技術分野（ 分野）認定実習併用職業訓練【新設】
分野未経験者を即戦力化するための訓練を実施する事業主への高率助成。

やデジタル分野で即戦力となる人材を育成したい

活用例は裏面へ

デジタル分野などの社員教育に
人材開発支援助成金をご活用ください

国民の皆さまのアイデアをもとに「人への投資促進コース」を創設

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練【新設】
高度デジタル人材を育成するための訓練や、大学院での高度な訓練を行う事業主への高率助成。

高度デジタル人材 ・ 高度人材を育成したい

サブスクリプション
定額制訓練【新設】
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成。

オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい

自発的職業能力開発訓練【新設】
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成。

労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい

長期教育訓練休暇制度／短時間勤務等制度【拡充】
働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成。

労働者の自発的な学び直しのための時間を確保したい

・「人への投資促進コース」の他にも、訓練対象者（正規雇用労働者や非正規雇用労働者）にあわせて、
助成メニューをご用意しています。

・すべての訓練コースでオンライン（ ラーニング）による訓練も対象としています。
・詳しくは、ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの労働局へお問い合わせください。

未経験者
！

企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク 開企

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中
の賃金の一部を助成する制度です。「事業展開等リスキリング支援コース」では、新たな事業の立ち上げ
など事業展開等に伴い必要となる知識および技術を習得させるための訓練を助成の対象にしています。

新規事業展開や 推進等の人材育成に
「人材開発支援助成金」が活用できます
～ 「事業展開等リスキリング支援コース」のご案内～

経費助成率 賃金助成額（ 人 時間） 事業所 年度あたりの
助成限度額中小企業 大企業 中小企業 大企業

％ ％ 円 円 １億円

時間以上 時間未満 時間以上 時間未満 時間以上

中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

万円 万円 万円 万円 万円 万円

① 助成率・助成限度額

② 受講者１人あたりの経費助成限度額

支給対象

① 訓練時間数が 時間以上であること
② （企業の事業活動と区別して行われる訓練）であること
③ 職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること

注：本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」（様式第２号）を職業訓練実施計画届と併せて提出する必要
があります。取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

注：「事業展開」は、訓練開始日から起算して、３年以内に実施する予定のものまたは６か月以内に実施したものである必要があります。

企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の
習得をさせるための訓練
事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメー
ション（ ）化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する
業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

注： ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は経費助成のみです。

訓 練

対象者 事業主：雇用保険適用事業所の事業主
労働者：雇用保険被保険者

参考 事業展開の例： 新商品や新サービスの開発、製造、提供または販売を開始する 等
デジタル・ 化の例： ツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパレス化を進めた 等
グリーン・カーボンニュートラル化の例：農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した 等

助成金の詳細
はこちら →

助成率・助成額



4

　和歌山県においては人口減少、若年者の流出等による人手不足が深刻化していることから、地
域の実情に応じた雇用対策を行うとともに、マッチングを支援する取組が必要です。
　そのため、人材の有効活用や労働者の意欲と能力に応じた活躍を推進する観点から、個々人の
自由な選択を可能とするため労働市場の見える化を進めマッチング機能の強化を図り、成長分野
等への円滑な労働移動を可能とする環境整備が求められます。
　さらに、生産年齢人口が減少する中、和歌山県内における有効求人倍率は 1 倍を超え、多くの
分野において人材確保が困難な状況が継続し、特に中小企業においては人手不足感が深刻化して
いることから、人材確保の支援の取組を進めていくことが重要です。

（１）職業情報及び職場情報の収集・提供による求職者と企業のマッチング機能の強化、オンライ
　ンの活用によるハローワークの利便性向上　
　　職場情報総合サイト（しょくばらぼ）及び職業情報提供サイト（日本版Ｏ－ＮＥＴ（job tag
　（ジョブタグ）））を活用し、職場情報・職業情報等の提供による求人・求職の効果的なマッチン
　グを図ります。
　　職業能力の「見える化」の観点から、ジョブ・カードの活用促進を図ります。特に、令和４
　年 10 月に公開した新たなウェブサイト「マイ・ジョブカード」において、オンライン上でジョ
　ブ・カードを作成・管理できるようになったほか、ハローワークインターネットサービスによ
　る求職者及び求人者マイページ開設・活用を働きかけるほか、オンラインを活用した職業相談
　や企業面談会の実施、ＳＮＳ等を活用した情報発信の強化等により、求職者のニーズに応じて
　柔軟に求職活動ができるようオンラインサービスの向上を図ります。
　　また、職業紹介機能を充実・強化することにより、課題解決支援サービスを通じたきめ細か
　な支援を行い、本人の希望やニーズに応じた再就職の実現を図ります。
　
　

2　成長分野等への労働移動の円滑化、中小企業等に対する人材確保の支援

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組

「 j o b  t a g 」 ト ッ プ ペ ー ジ

job tag

job tag（職業情報提供サイト（日本版 O-NET））

　10tトラックにて関連会社の製品（自動車用FRP部品）を
積み込み、指定の場所まで運搬します。積み込み等はフォー
クリフトを使用します。範囲は県内及び京阪神間です。繁忙
期（春の１か月間程度）は早出出勤もあります。大型運送業
務３年以上の経験のある方を募集します。

5 運輸・運転の職業

職種名：大型トラック運転手 職種名：配達員
　お得意様企業、各営業所に文書、商品を運んでいただく
業務です。使用する車は普通車バンです。運転範囲は原則
県内ですが、たまに京都方面にも行くことがあります。特に
運転業務経験の有無は問いませんが、10kg程度の商品を扱
うので、体力が必要な仕事です。

　県内各現場における土木作業。土砂の掘削や埋め戻し、
コンクリートの練りや充てん等の作業となります。特に夏
季など炎天下における作業となりますので、持久力と筋力
が必要な仕事です。関連資格・免許取得希望の方、補助し
ます。

7 建築土木・労務の職業

職種名：土木作業員 職種名：フロア清掃員
　当社ビルテナント各フロアーの清掃作業。７階建てビル内、
各テナントの営業終了時より５名にて清掃作業を行います。
日常はモップがけや、ごみの処理のみですが、月１回休日作業
となり、ワックスがけがありますので、月に１回の日曜日出勤
の可能な方を募集します。

　洗濯機用のコンデンサーの組立作業。今回募集する業務は
仕上げ部分の作業ですが、状況に応じて相談しながら担当業
務を変更する可能性もあります。全て座って行う作業です。

6 生産工程・技能の職業

職種名：電気機械部品組立工 職種名：パティシエ
　パン、洋菓子等の販売店において、ケーキやパンを作っ
ていただきます。最初の内はリーダーのサポート作業を
行っていただきますが、経験を積んで、新商品のアイデアを
出していただきます。また、新店舗ができた際には、その店
で中心になっていただきたく考えております。若干の接客も
あります。経験の無い方でも大歓迎です。

⑯

「仕事の内容」欄は詳細に !
　求職者が求人票の中で重視する点は「仕事の内容」欄です。具体的によりわかりやすく表記することに
より、業務に見合った応募者が増えることに繋がります。
　また、詳細な記入は、より真剣に募集をしているとの好印象を与えるとともに、入社後の定着率ＵＰにも
影響します。貴社が必要としているのは「どんな仕事ができる人材」なのかを、記載例を参考にして詳細に
表記してください。

仕事の内容がイメージできるよう詳しく表記してください。経験を問わずに募集する場合は、専門用語の使用を
避け、初めての方でもどんな仕事なのかが想像できるような説明をこころがけてください。未経験者にとって、
その仕事ができるかどうか不安に思うということは、応募をためらう原因となります。経験者を希望される場合
は、どのような仕事をするのか、どの程度の経験が必要なのかを詳細に表記してください（担当することとなる業
務の範囲、求められるスキルや使用機械の機種、責任の度合い等）。

記　載　例◆ ◆

　エアコン製造工程において専門的な知識経験をもとに工程
管理を行い、コストの節約、円滑な生産を確保するために材料
や加工法の選択、各ライン長や製造工員への監督や指導調整を
行う。

1 専門的・技術的職業

職種名：工程管理 職種名：システムエンジニア
・銀行業務システム（勘定系・情報系）の設計・開発
・その他ビジネスアプリケーション（製造業、官公庁、医療／
汎用機系、Ｃ／Ｓ系）の設計／開発

・使用言語　Java、PL／１

　総務部門に属し担当係長の指導のもと事務を担当していただき
ます。
　主な仕事は、社内文書の管理・保管・郵便物の発送・収受、事
務用品の管理、人事・福利厚生関係事務です。パソコン（ワー
ド、エクセル）で簡単な文書や表を作成できる方を希望します。

2 事務的職業

職種名：一般事務 職種名：経理事務員
　社員の給与計算等をコンピュータ会計にて行います。前任者
との引継期間が１か月程度なので、コンピュータ操作については
指導しますが、経理事務の経験のある方を募集します。

　小児科外来の看護業務。医師診察の補助、医療器具のメンテ
ナンスや準備。生活改善に係る患者への指導等を行います。
２か月に１回程度休日当番あり、出勤できる方を希望します
（代休あり）。

3 福祉関係の職業

職種名：看護師 職種名：福祉施設介護職員
　老人介護。入所者の自立した生活を基本とする各人の能力を
把握し、医師と相談しながら介護計画を立てる。また、日常
生活における食事・排泄・入浴等の援助や心のケアも行う。
入所者約50名（全面介護10名、一部介護20名）、介護スタッフ
15名。福祉施設での実務経験のある方を募集します。勤務は
シフト制。夜勤月３回程度。

　当社食料品（レトルト食品）の販売営業を行っていただきま
す。県内の得意先（問屋等）への定期営業。新製品の紹介等を
行っていただきます。また、仕事に慣れてきたらお客様の新規
開拓や、得意先からの要望による新製品開発プロジェクトへの
参加も行っていただきます。営業にはワンボックスタイプの社
用車を使用していただきます。

4 販売・サービスの職業

職種名：ルート営業 職種名：美容師
　実務経験のある方については、その経験・技量に応じてカット・
パーマ等をお願いします。経験の少ない方については、シャンプー
等から見習いとして始めていただき、少しずつ指導していきます。
　開店前の準備、店内の清掃、レジもお願いします。また、お客
様へのダイレクトメールの作成、パソコンによるお客様管理も行
います。パソコンは若干の経験があればできます。

⑮

記入の
ポイント
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（２）地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援　
　　「ハローワークサロンほんまち」において県が設置する「わかやま移住定住支援センター」と
　連携・ 協力し、県への移住・定住希望者への就職支援を実施します。また、岩出市、紀の川市
　において「ワークプラザ紀ノ川」及び「ワークサロン貴志川」を中心に、雇用対策協定及び共
　同宣言に基づいた就職支援を実施し、県との一体的実施施設である「ワークプラザ河北」や海
　南市との一体的実施施設である「ワークサロンかいなん」において、地方自治体との連携によ
　る就職支援を行います。

（３）賃金上昇を伴う労働移動の支援　
　　離職を余儀なくされた者の早期再就職を支援する早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コー
　ス）について、前職よりも５％以上賃金を上昇させた事業主に助成を行うとともに、再就職援
　助計画対象者等へのきめ細かな再就職支援や、助成金の周知広報を実施することにより、賃金
　上昇を伴う労働移動を推進します。
　　また、中途採用の機会拡大を図る早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）について、
　中高年齢者を一定以上雇い入れ、前職よりも５％以上賃金を上昇させた事業主に助成を行うと
　ともに、当該助成金の周知広報について、各地域の経済団体等と連携して実施することにより、
　賃金上昇を伴う労働移動を推進します。
　

（４）ハローワークにおける求人充足サービスの充実　　
　　オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、求人事業所に対し、求人条件緩和や魅力
　ある求人票の作成支援等の助言、事業所情報の収集をきめ細かく行うなどの求人充足に向けた
　サービスを実施し、求人者支援の充実を図ります。

（５）人材確保対策コーナー等における人材確保支援　　　
　　医療・介護・保育・建設・運輸・保安分野など雇用
　吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、
　協議会を設置し、地方自治体や関係団体等と連携した
　人材確保支援（セミナー・説明会・面接会等）の充実
　を図るとともに、ハローワークの「人材確保対策コー
　ナー」を中心に、潜在求職者の積極的な掘り起こし、
　求人充足に向けた条件緩和指導等により、重点的なマ
　ッチング支援を実施します。特に介護分野については、
　ハローワークと介護労働安定センターとが連携した求
　人充足・職場定着のための取組を進めます。
　　また、魅力ある職場づくりを支援するため、社会保険労務士等を活用した雇用管理改善のコ
　ンサルティングや人材確保等支援助成金（人事評価等改善助成コース）等の周知に取り組みます。

　　

今 後 の 取 組

人材確保対策コーナー

ハローワークサロンほんまち ワークプラザ紀ノ川ハローワークサロンほんまち ワークプラザ紀ノ川
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第３　多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

　少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児・介護による労働者の離職を防ぎ、希望に応じ
て男女ともに仕事と育児・介護を両立できる社会を実現する必要があります。
　そのため、育児・介護休業法の履行確保等により、仕事と育児・介護の両立支援の取組を推進
する必要があります。

（１）仕事と育児・介護の両立支援
　①　育児・介護休業法の周知及び履行確保　　　
　　　育児・介護休業法に基づく両立支援制度について
　　労働者が円滑に利用できるよう周知徹底を図ります。
　　　あわせて、労働者の権利侵害が疑われる事案や育
　　児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑われ
　　る事案を把握した場合には、事業主に対する積極的
　　な報告徴収・是正指導等を行います。

　②　男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に
    　向けた企業の取組支援
　　　事業主に対し、「男性の育児休業取得促進事業（イ
　　クメンプロジェクト）」において作成する企業の取組
　　事例集や研修資料の活用を促すとともに、両立支援
　　等助成金の活用を推進し、育児休業の円滑な取得・
　　職場復帰のための取組等を実施した事業主に対する
　　男女とも仕事と育児が両立できる職場環境の整備を
　　図ります。

　③　仕事と介護の両立ができる職場環境整備
　　　地域包括支援センター等とも連携した介護休業制度等の周知を十分に行うとともに、介護
　　支援プランに基づいて労働者に円滑に介護休業を取得・職場復帰させた事業主等に対する両
　　立支援等助成金の活用を通じて、仕事と介護が両立できる職場環境整備を図ります。

　

1　仕事と育児・介護の両立支援

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組

男性（和歌山） 男性（全国）

H24年度 2.6 1.9

H25年度 3.7 2.0

H26年度 3.0 2.3

H28年度 5.6 3.2

R元年度 15.3 7.5

R３年度 13.0 14.0

女性（和歌山） 女性（全国）

H24年度 90.3 83.6

H25年度 91.7 83.0

H26年度 91.1 86.6

H28年度 93.5 81.8

R元年度 89.4 83.0

R３年度 90.0 85.1

2.6 
3.7 3.0 

5.6 

15.3 

13.0 

1.9 
2.0 2.3 

3.2 

7.5 

14.0 

0.0

2.0
4.0

6.0

8.0

10.0
12.0

14.0

16.0

H24年度 H25年度 H26年度 H28年度 R元年度 R３年度

男男性性（（和和歌歌山山）） 男男性性（（全全国国））
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91.7 91.1 

93.5 

89.4 90.0 
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85.1 

80.0
82.0
84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
94.0
96.0
98.0

100.0

H24年度 H25年度 H26年度 H28年度 R元年度 R３年度

育育児児休休業業取取得得者者のの割割合合

女女性性（（和和歌歌山山）） 女女性性（（全全国国））

男性（和歌山） 男性（全国）

H24年度 2.6 1.9

H25年度 3.7 2.0

H26年度 3.0 2.3

H28年度 5.6 3.2

R元年度 15.3 7.5

R３年度 13.0 14.0

女性（和歌山） 女性（全国）

H24年度 90.3 83.6

H25年度 91.7 83.0

H26年度 91.1 86.6

H28年度 93.5 81.8

R元年度 89.4 83.0

R３年度 90.0 85.1
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90.3 
91.7 91.1 

93.5 

89.4 90.0 
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H24年度 H25年度 H26年度 H28年度 R元年度 R３年度

育育児児休休業業取取得得者者のの割割合合

女女性性（（和和歌歌山山）） 女女性性（（全全国国））

「和歌山県労働条件等実態調査」和歌山県　「雇用均等基本調査」厚生労働省
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和歌山労働局認定企業数（令和 5 年 12 月末現在）
　　　　　　くるみん　　26 社
       プラチナくるみん　 　3 社　　

　④　次世代育成支援対策の推進
　　　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等については、各企業の実
　　態に即した計画の策定を支援するとともに、常時雇用する労働者数 101 人以上の義務企業の
　　届出等の徹底を図ります。
　　　あわせて、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」及び「くるみんプラス」
　　の認定基準について広く周知するとともに、認定の取得促進に向けた働きかけを行います。

（２）不妊治療と仕事の両立　
　　不妊治療と仕事との両立支援に関する認定制度「くるみんプラス」の周知及び認定促進を図り、
　性と健康の相談センター（旧名称：不妊専門相談センター）とも連携しつつ、不妊治療と仕事
　との両立がしやすい職場環境整備の推進のための周知啓発や相談支援を行います。

（３）マザーズコーナー等による子育て中の女性等に対する就職支援　
　　子どもが遊べるスペースを併設したハローワーク和歌山及びハローワーク橋本のマザーズ
　コーナー等において、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業の情報や保育所・子育て支援サー
　ビス等に関する情報提供を行います。また、個々の求職者のニーズを踏まえた担当者制による
　きめ細かな職業相談・職業紹介を実施するとともに、地域の子育て支援拠点や関係機関と密接
　に連携してアウトリーチ型支援を強化します。さらに、仕事と子育ての両立がしやすい求人の
　確保及び各種就職支援サービスのオンライン化を推進します。

　　

今 後 の 取 組

和歌山労働局認定企業数（令和 5 年 12 月末現在）
　　　　　　プラチナくるみんプラス　　1 社

マザーズコーナー（ハローワーク和歌山）　
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　フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、令和 3 年 3 月に策定された「フリーラン
スとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」及び、令和 5 年 5 月に公布され、
令和６年秋頃に施行予定のフリーランス・事業者間取引適正化等法の周知啓発及び履行確保を図
る必要があります。
　また、形式的には業務委託契約を締結していたとしても、自らを労働基準法の労働者と考える
方からの相談に対しては、事実確認を行い、その結果、法違反が認められる場合には、厳正に監
督指導を行う必要があります。

　フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けて、フリーランスやフリーランスに業務
を委託する事業主（以下「発注事業者」という。）等に対し、あらゆる機会を捉えて、フリーランス・
事業者間取引適正化等法の内容について周知啓発を行うとともに、フリーランスや発注事業者等
からのフリーランス・事業者間取引適正化等法の就業環境整備に関する内容についての問い合わ
せに適切に対応します。
　また、フリーランスから発注事業者等との契約等のトラブルについての相談があった際には、
引き続き「フリーランス・トラブル 110 番」を紹介するなど適切に対応します。
　さらに、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後は、フリーランスから法違反に関す
る申出があった場合には、遅滞なく申出内容を聴取し、発注事業者等に対する報告徴収・是正指
導等を行い、履行確保を図ります。
　フリーランスの労働の実態を個別に勘案した結果、労働基準法等の労働者に該当し、法違反が
認められると判断した場合には、監督署において厳正に監督指導を行います。
　総合労働相談コーナーにおいては、フリーランスガイドラインを踏まえ、適切に相談対応を行い、
法違反の疑いがある場合は、労働局又は監督署に取次ぎを行います。

2　フリーランスの就業環境の整備

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組

https://www.jftc.go.jp/-
fllaw_limited.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
torihiki/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
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　職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を傷つける、あってはならないことであり、働く
人の能力の発揮の妨げになります。このため、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント、
男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント、男女雇用機会均等法及び育児・介護休
業法に基づく妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置義務の履行確保を徹底す
る等、職場におけるハラスメント対策を総合的に推進する必要があります。
   また、女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表を契機とした女性活躍推進の取組
促進等をより一層進める必要があります。

（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止対策の推進
　①　ハラスメント防止措置義務の履行確保
　　　職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し
　　厳正な指導を実施すること等により、引き続き、法の履行確保を図
　　ります。また、事業主に対してウェブサイト「あかるい職場応援団」
　　の各種ツールの活用促進を図ります。

　②　就職活動中の学生等に対するハラスメント対策の推進
　　　就職活動中の学生等に対するハラスメントについて、学生等が一
　　人で悩むことがないよう相談先等を記載したリーフレットにより周
　　知を行い、学生からの相談等により事案を把握した場合は、事業主
　　に対して適切な対応を求めます。

　③　職場におけるハラスメント等への周知啓発
　　　職場におけるハラスメントの撲滅に向け、
     例年 12 月に実施している「ハラスメント撲
     滅月間」を中心に、事業主等への周知啓発を
     実施します。

（２）民間企業における女性活躍促進のための支援
　　令和４年７月８日に施行された女性活躍推進法に基づく改正省令により常時雇用する労働者
　数 301 人以上の事業主に義務付けられた男女の賃金の差異に係る情報公表について、報告徴収
　等の実施により、着実に履行確保を図るとともに、男女差が性別を理由とした差別的取扱いに
　該当しないか等について確認し、男女雇用機会均等法の確実な履行確保を図ります。
　　さらに、男女の賃金の差異の要因分析と情報公表を契機とした雇用管理改善及びより一層の
　女性の活躍推進に向けた取組を促すとともに、「女性の活躍推進企業データベース」の積極的な
　活用勧奨を図ります。
　

3　ハラスメント防止対策、働く環境改善等支援

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組

ううちちパパワワーーハハララススメメンントト
（（いいじじめめ・・嫌嫌ががららせせ含含むむ））

765件 800件 847件

ううちちセセククシシュュアアルルハハララススメメンントト 49件 22件 22件

ううちち妊妊娠娠・・出出産産にに関関すするる
　　　　  ハハララススメメンントト

19件 11件 3件

ううちち育育児児休休業業・・介介護護休休業業にに
　　　　  関関すするるハハララススメメンントト

　　48件 26件 18件

881件 859件 890件ハハララススメメンントトにに係係るる相相談談件件数数

令和2年度 令和3年度 令和4年度

女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ
女性の活躍に関する「情報公表」が変わります

以下のA～Cの３項目の情報を公表する必要があります。
●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

A:以下の８項目から１項目選択 ＋ B:⑨男女の賃金の差異（必須）＊新設
●職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

C:以下の７項目から１項目選択

事業主の皆さまへ

各区分の情報公表項目

厚生労働省令を改正し、女性の活躍に関する情報公表項目を追加します。事業主の皆さまは、下記の
改正内容をご覧の上、ご準備をお願いいたします。

「職業生活と家庭生活との両立」
以下の７項目から１項目選択

※従来どおり

①男女の平均継続勤務年数の差異
②10事業年度前およびその前後の事業年
度に採用された労働者の男女別の継続
雇用割合

③男女別の育児休業取得率
④労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当た
りの平均残業時間

⑥有給休暇取得率
⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、下記16項目から任意の１項目以上の情報公表が必要です。

区 分
男女の賃金の差異

（男性の賃金に対する女性の
賃金の割合）

全労働者 XX.X％

正社員 YY.Y％

パート・有期社員 ZZ.Z％

「男女の賃金の差異」の情報公表のイメージ
付記事項（例）
・対象期間:●●事業年度（●年●月●日～●年●月●日）
・正社員:社外への出向者を除く。
・パート・有期社員:契約社員、アルバイト、パートが該当。
・賃金:通勤手当等を除く。

計算の前提とした重要事項を付記
（対象期間、 対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等）
※労働時間を基に人員数を換算している事業主については、例えば
以下のように記載すること。
・パート労働者については、正社員の所定労働時間(１日８時間)で
換算した人員数を基に平均年間賃金を算出している。

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
以下の①～⑧の８項目から１項目選択

＋
⑨の項目（必須）＊新設

①採用した労働者に占める女性労働者の
割合

②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係⾧級にある者に占める女性労働者の
割合

⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績

⑨男女の賃金
の差異

（必須）
＊新設

・「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合（パーセント）で示します。
・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。

労働者が301人以上の事業主の皆さま

2022（令和４）年７月８日施行

今年７月８日の施行に伴い、初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する
事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に公表していただきます。

（2022（令和４）年12月28日改訂）

※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示。
※対象期間の付記は必須。労働時間を基に人員数を換
算している事業主については、その旨の付記も必須
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今 後 の 取 組

　人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働条件その他労働関係について個々の
労働者と事業主との間の紛争（以下「個別労働紛争」という。）の相談件数が高止まりしています。
このような個別労働紛争の未然防止と、職場環境を踏まえた円満・迅速な解決を図る必要があり
ます。

　和歌山労働局管内６か所に設置し
ている総合労働相談コーナーにおい
て、「いじめ・嫌がらせ」をはじめと
して、労働条件等のあらゆる労働問題
に関してワンストップで対応すると
ともに、「助言・指導」（紛争当事者に、
その問題点を指摘し、解決の方向を示
すことで、紛争当事者の自主的な解決
を促進する制度）、「あっせん」（紛争
調整委員会の委員が紛争当事者間の
調整を行い、話し合いを促進して、紛
争の解決を図る制度）により、個別労
働紛争の早期の解決を促進します。

4　個別労働関係紛争の解決の促進

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組

7,799 8,106 

9,257 9,221 
8,324 8,465 

1,683 1,433 
2,226 2,307 2,342 2,133 

14 
16 

34 

15 

25 
22 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

総合労働相談件数 ⺠事上の個別労働紛争相談件数
あっせん申請件数

総合労働相談件数の推移（和歌⼭）

　あわせて、「えるぼし」、「プラチナえるぼし」の認定基準について広く周知するとともに、認定
の取得促進に向けた働きかけを行います。

和歌山労働局認定企業数（令和 5 年 12 月末現在）
えるぼし　　　　　 13 社　　　　　　　　　　　　 
プラチナえるぼし　　1 社

総合労働相談件数の推移（和歌山）

令和４年度 民事上の個別労働紛争相談の内訳（和歌山）

　　　　　　　　　　資料出所：和歌山労働局雇用環境・均等室

　　　　　　　　　　資料出所：和歌山労働局雇用環境・均等室

いじめ・嫌がらせ 661件 23.6%

⾃⼰都合退職 369件 13.2%

解雇 221件 7.9%

労働条件引き下げ 174件 6.2%

退職勧奨 125件 4.5%出向・配置転換 75件 2.7%

雇⽌め 81件 2.9%

ほか 計1,094件
39.0％

令和４年度 ⺠事上の個別労働紛争相談の内訳（和歌⼭）

相談件数2,800件
（重複計上あり）
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　誰もが安心して働くことができる良好な職場環境を実現するためには、最低基準である労働基
準関係法令の履行確保が不可欠であり、そのため、労働基準監督機関は適正な権限行使を行う必
要があります。
　また、こうした労働基準関係法令の履行確保に加え、労務管理体制が十分でない中小企業・小
規模事業者、令和６年度から時間外労働の上限規制が適用される医師、建設事業、自動者運転の
業務等に対する丁寧な相談・支援を行う必要があります。
　さらに、労働者一人ひとりが安全で健康に働くことのできる職場環境の実現のため、「重篤とな
ることが多い製造業、建設業及び林業の労働災害」、「第３次産業を中心に増加する労働者の作業
行動に起因する労働災害」並びに「高年齢労働者等の労働災害」について、第 14 次労働災害防止
計画を踏まえた労働災害防止対策を推進する必要があります。あわせて、長時間労働やメンタル
ヘルス不調などによる健康障害の防止対策、中小企業・小規模事業者等の産業保健活動への支援、
令和４年２月及び５月に公布された新たな化学物質規制の定着化及び建築物の解体・改修作業に
従事する労働者の石綿ばく露の防止対策など、第 14 次労働災害防止計画を踏まえた労働者の健康
確保対策を推進する必要があります。
　労災保険給付の状況については、近年、新規受給者数が増加傾向にあることに加え、脳・心臓疾患、
精神障害及び石綿関連疾患等、複雑困難事案に係る労災保険給付の請求件数も増加傾向にありま
す。このような状況の中で、被災労働者の迅速な保護を図るために、迅速かつ公正な事務処理に
努める必要があります。

（１）長時間労働の抑制
　①　長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害の防止
　　　各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超え
　　ていると考えられる事業場及び過労死等に係る労災請求が行われた事業
　　場に対する監督指導を引き続き実施します。また、過労死等防止啓発月
　　間である 11 月に、「過重労働解消キャンペーン」として集中的な監督指
　　導等を行うとともに、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催する
　　など、過労死等防止に向けた周知・啓発を図ります。

　②　令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用される事業・業種への労働時間短縮等に向
　　けた支援
　　　建設業、自動車運転者について、時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」
　　を通じ、必要な周知を行うとともに、長時間労働の抑制に向けた労働時間相談支援を行います。
　　また、医師については、都道府県医療勤務環境改善支援センター等と連携し、他の職種との
　　業務分担など医療機関の勤務環境改善に向けた取組の支援を行います。

5　安全で健康に働くことができる環境づくり

　　

　　

課 題

今 後 の 取 組
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（２）労働条件の確保・改善対策　
　　基本的労働条件の枠組及び管理体制の確立など、労働基準関係法令の遵守徹底を図るととも
　に、これを定着させるための監督指導等を実施します。また、賃金不払残業の解消を図るため、
　「労働時間適正把握ガイドライン」の周知を徹底するとともに、その遵守を重点とした監督指導
　等を実施します。

（３）中小企業・小規模事業者等に対する支援　
　　「和歌山働き方改革推進支援センター」のワンストップ相談窓口において、
　窓口相談やコンサルティング、セミナー等を実施するなど、きめ細かな支援
　を行います。
　　また、労働時間相談・支援班の個別訪問により、引き続き事業者に寄り添
　った相談・支援等を行います。

（４）第 14 次労働災害防止計画を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備　
　①　労働災害防止対策の推進
　　　重篤な労働災害の発生が懸念される製造業、建設業、林業に対して、業種別労働災害防止
　　対策を推進します。
　　　また、様々な機会を通じて、安全衛生対策に取り組むことが、事業者にとって経営や人材
　　確保・育成の観点からもプラスになることを含め、中小規模事業者が自発的に安全衛生に取
　　り組むための啓発を図っていきます。
　　　さらに、管内の代表的な小売業及び社会福祉施設の法人等を構成員とした和歌山県＋（プ
　　ラス）セーフ協議会の活動を通じて、同業種を中心として「転倒」「腰痛」災害の防止に係る
　　機運醸成を図るとともに、高年齢労働者の労働災害防止対策として「エイジフレンドリーガ
　　イドライン」（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）に基づく取組の推進を
　　図ります。

　　

今 後 の 取 組

中小企業・小規模事業者のみなさまへ

和歌山働き方改革推進支援センター和歌山働き方改革推進支援センター
会社のお困りごと   ワンストップでサポートします !

厚生労働省  和歌山労働局  委託事業 
令和 5年度 中小企業・小規模事業者等に対する

働き方改革推進支援事業
（受託：全国社会保険労務士会連合会）

「働き方改革」は働く方々が

  個々の事情に応じて

  多様で柔軟な働き方を

  自分で「選択」できる社会を

  実現するための改革です

〒 6 4 0 - 8 3 1 7  和歌山市北出島 1丁目 5番 4 6 号  （和歌山県社会保険労務士会  内）
和歌山働き方改革推進支援センター

フリーダイヤル

0120-547-888

平日 9:00～ 17:00 　（※水曜日は 18:00 まで）
  （12/29 ～ 1/3 除く）

E-mail.  wakayama-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp
F  A  X.  073-425-3041

社労士等の専門家が企業
へ訪問し、問題解決に向け
て相談に対応
原則 �回（�時間程度）

センターに常駐する社労士
等の専門家による電話・来
所・メール相談

事業主向けセミナーを開
催。最新の法改正情報をお
届けします

地域のニーズに応じて商工
団体等にて個別相談会を開
催します

無
料相談支援

詳 細 は「 働 き 方 改 革 特 設 サ イ ト 」　 を ご 覧 く だ さ い  ⇒   https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/wakayama/

和
歌
川

国
体
道
路

き
の
く
に
線

●イズミヤ●イズミヤ
★

貴
志
川
線

専門家による企業訪問の申込みは裏面へ
　（FAX・E-mail 用  申込書）

例えば
こんなお悩みや疑問

□ 時間外労働の上限規制
□ 同一労働同一賃金への対応
□ 労働関係の助成金の活用
□ 就業規則の見直し
□ 子育て・介護の両立
□ 生産性向上・業務効率化

✓
✓

✓
✓
✓

✓

主 な 支 援 内 容
企業訪問

による相談
支援
02電話・来所

相談
支援
01 セミナー

開催
支援
03 出張相談会

開催
支援
04

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

体力に自信がない人や仕事に慣れていない人
を含めすべての働く人の労働災害防止を図る
ためにも、職場環境改善の取組が重要です。

厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジフレンドリーガイドライン。以下「ガイドライン」）を策定しました。

働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。

＜年齢別死傷災害発生状況（休業４日以上）＞

2.05

4.06

0.82

4.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

＜年齢別・男女別の労働災害発生率 2018年＞

出典：労働力調査、労働者死傷病報告

29歳
以下
14% 30～

39歳
14%

40～
49歳
22%

50～
59歳
24%

60歳
以上
26%2008年

2018年

29歳以下
17%

30～
39歳
20%40～

49歳
19%

50～
59歳
26%

60歳
以上
18%

■男性、 女性

働く高齢者が増えています。60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加。特に商業や保健衛生業
をはじめとする第三次産業で増加しています。
こうした中、労働災害による死傷者数では60歳以上の労働者が占める割合は26％（2018年）で増加傾

向にあります。労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で相対的に高くなり、中でも、転倒災害、墜
落・転落災害の発生率が若年層に比べ高く、女性で顕著です。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19歳以下

20~29歳

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~69歳

70歳以上

１週間未満 １週間以上 ２週間以上 １か月以上 ２か月以上

＜年齢別の休業見込み期間の長さ＞

このガイドラインは、雇用される高齢者を対象としたものですが、請負契約により高齢者を就業させることの
ある事業者においても、請負契約により就業する高齢者に対し、このガイドラインを参考として取組を行って
ください。

高齢者は身体機能が低下すること等により、
若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休業も
長期化しやすいことが分かっています。

※労働者1000人当たりの死傷災害（休業４日以上）の発生件数
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　②　労働者の健康確保対策の推進
　　　過重労働による健康障害防止対策として、長時間労働を行った労働者に対する医師による
　　面接指導の徹底を図ります。また、ストレスチェック制度をはじめとするメンタルヘルス対
　　策などの労働者の健康確保の取組が各事業場で適切に実施されるよう、指導を行います。
　　　産業保健総合支援センターや地域産業保健センターの各種産業保健サービスの利用促進を
　　図るとともに、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を引き続き周
　　知する等、治療と仕事の両立支援の取組の促進を図ります。
　　　新たな化学物質規制に係る労働安全衛生関係法令について、引き続き
　　周知を図るとともに、SDS（安全データシート）等に基づくリスクアセ
　　スメント等の実施及びその結果に基づくばく露低減措置が適切に実施さ
　　れるよう丁寧な指導を行います。
　　　建築物石綿含有建材調査者講習の受講勧奨、石綿事前調査結果報告シ
　　ステムによる報告の指導等、石綿ばく露防止対策の推進を図ります。

（５）労災保険給付の迅速・適正な処理　
　　労災保険給付の請求については、標準処理期間内に完結する迅速な事務処理を行うとともに、
　認定基準等に基づく適正な認定に努めます。
　　特に、社会的関心の高い脳・心臓疾患、精神障害及び石綿関連疾患等、複雑困難事案に係る
　労災保険給付の請求については、認定基準等に基づき、迅速・適正な事務処理を一層推進します。
　　さらに、労災保険の窓口業務においては、引き続き、相談者等に対する丁寧な説明を心がけ、
   請求人に対する処理状況の連絡等の実施を徹底します。

　　

今 後 の 取 組
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　和歌山県では、少子高齢化や生産年齢人口の減少が全国平均より進行する一方、総実労働時間
が全国平均より長く、年次有給休暇取得率が全国平均を下回っていることなどから、働く全ての
方が活き活きとして活躍できる環境を整備し、働き手に魅力ある職場環境を実現するとともに、
将来を担う人材を一人でも多く確保・定着させるため、これまでの働き方・休み方を見直し、多
様な働き方を選択できる、効率的な働き方によって労働生産性を向上させながら「働き方改革」
を着実に推進していくことが必要であり、地域の活性化を進める上でも重要です。
　「新しい働き方」として広がった情報通信技術を活用したテレワークは、導入の促進とともに適
正な労務管理が行われるようガイドライン等の周知を図る必要があります。
　勤務間インターバル制度については、全国的に企業等で制度の認知度向上が課題であり、より
一層取組の推進を行う必要があります。

6　多様な働き方、働き方・休み方改革

　　

課 題

資料出所：毎月勤労統計調査（厚生労働省）　※事業規模５人以上 資料出所：毎月勤労統計調査（和歌山県）　※事業規模５人以上

〜年次有給休暇の取得率の推移〜

年次有給休暇の取得率の推移（全国）　　      年次有給休暇の取得率の推移（和歌山）　　      

労働時間等の状況（パート労働者含む）

資料出所：H28 年から R2 厚生労働省「就労条件総合調査」の特別集計から
              厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課が作成
                                 （H27 年までは厚生労働省労働条件政策課が作成）

（注）　１　調査対象：　常用労働者が 30 人以上の民営企業
　　　２　「取得率」：　1 年間の全取得日数 / 全付与日数×１００％

資料出所：和歌山県労働条件等実態調査
（注）　１　調査対象：常用雇用者 30 人以上のすべての県内事業所及び常用  
                              雇用者 10 人以上 30 人未満から無作為に抽出した
                              県内事業所
                              （H27 年度調査以前は、従業員 10 人以上の県内事業所）
　　　２　「取得率」：　1 年間の全取得日数 / 全付与日数×１００％
　　　※ H29 年までは毎年実施、H29 年以降は隔年で実施
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（１）和歌山働き方改革推進協議会による働き方改革の推進
　　和歌山県、和歌山市、経済団体及び労働者団体等の関係機関で構成する「和歌山働き方改革
  推進協議会」において、中小企業・小規模事業者の働き方改革の支援策に関する情報を共有し、  
  年次有給休暇の取得促進、柔軟な働き方がしやすい労働環境の整備等の働き方改革を推進する  
  とともに、若者や障害者、高齢者などあらゆる人材の活躍推進、女性の活躍推進等に向けた機
  運の醸成を図ります。
　　特に、11 月を「和歌山県働き方改革推進月間」に設定し、構成機関等の協力のもとキャンペー
　ン等を展開します。

（２）年次有給休暇の取得促進等
　　年次有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底や、計画的付与 
  制度及び時間単位年次有給休暇の導入促進を行うとともに、10 月の 「年次有給休暇取得促進期    
   間」に集中的な広報を行います。

（３）良質なテレワークの導入・定着促進
　　適正な労務管理の下で安心して働くことができるテレワークの導入・定着促進を図るため、    
  様々な機会を通じ「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の周知等
   を図ります。
　　また、中小企業事業主を対象とした「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」の周知及
   び活用の促進などの支援を行います。

（４）勤務間インターバル制度の導入促進
　　企業等に対し、勤務間インターバル制度を周知するため、働き方・休み方改善ポータルサイ 
  トの紹介や、働き方改革推進支援助成金を活用して、時間外労働の削減等に取り組む中小企業  
  等への制度の導入促進を図ります。

　　

今 後 の 取 組
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　いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、希望する
就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど、様々な
課題に直面している方がいます。そのため、政府の集中取り組み期間「第二ステージ」の２年目
である令和６年度においても、引き続き、就職氷河期世代の抱える固有の課題（希望する職業と
のギャップ、実社会での経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた
支援に取り組む必要があります。
　新規学卒者等を取り巻く就職環境は、おおむね新型コロナウイルス感染症拡大前の水準まで改
善したものの、一方で、心身の不調や家庭・経済環境の問題等の多様な課題を抱え、就職活動に
際して特別な配慮や支援を必要とする者が顕在化しており、個々人の課題に応じたきめ細かな支
援が必要です。

7　就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援

　　

課 題

（１）ハローワークの専門窓口における支援の実施
　　ハローワーク和歌山に設置した「正社員チャレンジコー
　ナー」において、キャリアコンサルティング、生活設計面
　の相談、職業訓練のアドバイス、求人開拓等それぞれの専
　門担当者がチームを結成し、就職から定着支援まで一貫し
　た伴走型支援を実施します。

（２）就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れる企業へ
　　の助成金等の活用
　　事業主に対しトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開
　発助成金の支給により、就職氷河期世代の正社員としての
　就職を支援します。

（３）地域若者サポートステーションを通じた継続的な支援
　　就職氷河期世代も含め、就労に当たって課題を有する無
　業者の方々に対し、地域若者サポートステーションにおい
　て、ハローワーク及び地方公共団体の労働関係部局等の関
　係者とも連携しながら、職業的自立に向けた継続的な支援
　を実施します。

（４）就職氷河期世代の活躍支援のためのプラットフォームを活用した支援
　　官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に取り組む「和歌山就職氷河期世代活躍支援プラット
　フォーム」において、支援策の周知広報、企業説明会の開催等を通じ、就職氷河期世代の雇入
　れや正社員化等の支援に取り組むとともに、雇入れ等に係る好事例の収集・発信を実施します。

（５）新規高卒者に係る複数応募制の環境整備
　　令和３年度より導入された新規高卒者の選考における複数応募制を踏まえ、生徒が希望に合
　致した職業を選択できる機会を拡充するため、関係機関と連携して引き続き環境整備に努めま
　す。

　　

今 後 の 取 組

【支援内容】

◆◆ 担担当当者者制制にによよるるキキャャリリアアココンンササルルテティィンンググをを含含めめたた
ききめめ細細かかなな相相談談
◆◆ 就就職職氷氷河河期期限限定定（（歓歓迎迎））求求人人のの情情報報提提供供
◆◆ 応応募募書書類類のの作作成成ササポポーートト、、模模擬擬面面接接
◆◆ 就就職職準準備備ののたためめのの各各種種セセミミナナーー、、就就職職面面接接会会のの案案内内
◆◆ 職職業業訓訓練練のの情情報報提提供供

【ハローワーク和歌山】
紹介サービス第二部門

正社員チャレンジコーナー

和歌山市美園町５丁目４－７

ＴＥＬ ０７３－４２４－９７７２（直通）

【対象者】

●● 概概ねね直直近近５５年年間間にに正正社社員員ととししててのの雇雇用用期期間間がが通通算算１１年年以以下下のの方方
●● 不不安安定定就就労労のの期期間間がが長長いい方方
●● 非非正正規規雇雇用用のの就就業業経経験験がが多多いいああるるいいはは就就職職後後のの就就労労期期間間がが短短いい方方
●● 就就労労経経験験ががなないい方方 ななどど

ハローワーク和歌山
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（６）就職支援ナビゲーターの担当者制による個別支援の実施
　　新規学卒者及び既卒３年以内の者を対象に、新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援
　ナビゲーターの担当者制により、きめ細かな個別支援を行います。
　　また、就職活動開始前の学生・生徒等に対し、職業意識形成などの支援を早期から実施する
　ほか、県と連携した企業説明会等を実施し、就職機会・企業情報等の提供を行います。

（７）地域を担う若者人材の確保・定着への取組
　　若者の雇用促進を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者雇用促進法に基
　づく職場情報の提供、求人不受理、ユースエール認定制度の周知徹底を行います。

　　

今 後 の 取 組

その希望にこたえるのが、ユースエール認定企業です!!

「ユースエール認定企業」とは、「若者雇用促進法」に基づき、
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが
優良であると厚生労働大臣が認定した企業です。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

就職活動中の35歳未満の皆さまへ

LL300907開若01

＊その他詳しい認定基準については裏面を参照してください。

＜認定基準の一部＞

若者雇用促進総合サイト 検 索

ＡＡ

「 ユースエール認定企業」を調べるにはどのような方法がありますか？ＱＱ

若者の採用･育成に積極的で雇用管理の優良な

“ユースエール認定企業”を知っていますか？

長く働ける！

ワークライフバランスを
大切にしてくれる！

子育てしやすい！

直近三事業年度の、新卒者などの離職率が20％以下

前事業年度の、正社員の月平均の所定外労働時間が20時間以下
かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員がゼロ

前事業年度の、正社員の有給休暇の、年平均の取得日数が年10日以上
または、年平均取得率※70％以上 ※ 付与日数に占める取得日数の平均

あなたはどんな企業で働きたいですか？

＜認定マーク＞

など

厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」は、全国のユースエール認定企業をはじめ
とした、さまざまな企業の情報を検索できる総合サイトです。

個別企業ごとに企業概要、雇用管理の状況、企業からのメッセージなどの企業情報や採用情報
が閲覧できるほか、就職活動の始め方・進め方等の就職相談窓口の検索も行うことができます。

｢若者雇用促進総合サイト｣があります！

若者の育成に熱心！

＜認定マーク＞

詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。

以下の認定基準を全て満たした中小企業（常時雇用する労働者が300人以下の
事業主）がユースエール認定企業です。

１ 学卒求人など、若者対象の正社員※1の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３
右の５つの要件を
全て満たしている
こと

①「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

② 直近３事業年度の正社員として就職した新卒者等のうち同期間に離
職した者の割合が20％以下※２

③ 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、
月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が１人もいないこと

④ 前事業年度の正社員の有給休暇の付与日数に占める取得日数の年平
均が70％以上または年平均の取得日数が10日以上※３

⑤ 直近３事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が１人
以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75％以上

４

右の３つの青少年
雇用情報について、
全て公表している
こと

① 直近３事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者
数、平均継続勤務年数

② 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサル
ティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容

③ 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、
育児休業の取得対象者数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女
性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと

９ 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと

ユースエール認定企業の認定基準

※１正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負
いながら業務に従事する労働者をいいます。

※２直近３事業年度の採用者数が３人又は４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。
※３有給休暇に準ずる休暇として、一定の条件を満たす休暇が含まれる場合があります。
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　働く意欲がある高年齢者が年齢にかかわりなくその能力・経験を十分に発揮し、活躍できる社
会を実現するため、事業主において 65 歳までの高年齢者雇用確保措置が確実に講じられるよう取
り組むこと及び、65 歳から 70 歳までの高年齢者就業機会確保措置の努力義務について、事業主
の取組の促進を図ることが重要です。さらに、高年齢者雇用に積極的に取り組む企業への支援や、
65 歳を超えても働くことを希望する高年齢求職者に対する再就職支援等が必要です。
　令和６年４月以降、法定雇用率 2.7％に向けた段階的な引上げや、除外率の 10 ポイント引下げ
が予定されており、多様な就労ニーズへの対応や、雇用の質の向上等を図る改正障害者雇用促進
法の円滑な施行とあわせて、障害者の雇入れ支援等の強化が求められます。
　和歌山県においても外国人労働者数が年々増加しています。外国人労働者が、安心して働き、
その能力を十分に発揮する環境を確保するため、外国人労働者の雇用管理のための事業主への指
導、相談支援等がより一層重要となります。

8　多様な人材の就労・社会参加の促進（高齢者、障害者、外国人）

　　

課 題

（１）高齢者の就労・社会参加の促進　
　①　70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援
　　　65 歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等に向けた意識啓発を図るとともに、70
　　歳雇用推進プランナー等による支援が必要と判断される場合には、高齢・障害・求職者雇用
　　支援機構へ支援を要請する等、効果的な連携を行います。また、65 歳までの雇用確保措置未
　　実施企業を把握した際には、迅速な是正指導を行うことにより、事業主が確実に必要な措置
　　を講じるよう取り組みます。

　　

今 後 の 取 組

和歌山県の高齢化と 66 歳以上働ける制度のある企業の割合

資料出所： 厚生労働省「高年齢者雇用状況報告書」（調査対象は、常時雇用する労働者が 31 人以上の事業主）
               和歌山県「和歌山県における高齢化の状況」
　            ※「希望者全員が 65 歳以上働ける企業の割合」は、令和３年以降集計していない。

5
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　②　ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援
　　　ハローワーク和歌山及びハローワーク田辺に設置している「生
　　涯現役支援窓口」において、職業生活の再設計に係る支援や支援
　　チームによる効果的なマッチング支援を行います。また、公益財
　　団法人産業雇用安定センター和歌山事務所において実施している
　　「高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業」についての周知を図
　　る等、効果的な連携を行います。

　③　シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保
　　　シルバー人材センターにおいて高年齢者の多様な就業ニーズと地域ニーズをマッチングし、
　　高年齢者の生きがいの充実、社会参加の促進を通じて地域社会の活性化等を図ります。

（２）障害者の就労促進　
　①　中小企業をはじめとした障害者の雇入れ等の支援
　　　ハローワークと地域の関係機関が連携し、特に、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不
　　足している障害者雇用ゼロ企業等に対して、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一
　　貫したチーム支援等を実施し、中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化を図
　　ります。
　　　障害者就業・生活支援センターについては、障害者の就労支援における雇用施策と福祉
　　施策を繋ぐ機能を有しており、その役割は一層重要になっていることから、支援に係るコー
　　ディネートをより適切かつ効果的に実施するため、障害者就業・生活支援センターが行う
　　各圏域におけるネットワーク機能の強化を図ります。
　　　大企業に比べて障害者の実雇用率が低い中小企業の障害者雇用の進展に対する社会的な
　　関心を喚起し、障害者雇用に対する経営者の理解を促進
　　することを目的とした「障害者雇用に関する優良な中小
　　事業主に対する認定制度（もにす認定制度）」について、
　　積極的に認定取得を促進し応募勧奨を行います。

　　

今 後 の 取 組
生涯現役支援窓口（ハローワーク和歌山）

民間企業における障害者雇用率及び障害求職者の登録状況の推移

※雇用率は、平成 26 年度までは 50 人以上規模、30 年度からは 45.5 人以上規模、令和３年度からは 43.5 人以上
　規模の事業所からの報告（各年度 6 月 1 日の状況）
※ハローワークに求職登録した障害求職者は、登録以降の状況に応じて求職中、就業中、その他（保留など）に区分
　されており、それらの各年度末の人数（令和５年度については令和５年 12 月末の状況）

資料出所： 厚生労働省「障害者雇用状況報告書」、「職業安定業務統計」
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今 後 の 取 組

　②　改正障害者雇用促進法の円滑な施行
　　　改正障害者雇用促進法による法改正の趣旨を踏まえ、事業主がキャリア形成の支援を含む
　　適正な雇用管理に一層取り組むよう、雇用の質の向上に向けた事業主への周知を積極的に行
　　います。

　③　精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援
　　　精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者についてハローワークに専門の担当者を
　　配置するなど多様な障害特性に対応した就労支援を実施します。

（３）外国人労働者等への支援　
　　外国人労働者に対する適正な雇用管理の確保を図るため、事業所訪問等による雇用管理状
　況の確認、改善のための助言・援助等を行います。また、外国人求職者に対する職業相談等
　については、電話を用いた通訳（13 か国語※）を活用し、相談業務の円滑化を図ります。
　　　※英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、
　　　　タイ語、カンボジア語、ミャンマー語、及びモンゴル語

資料出所： 厚生労働省「和歌山労働局における「外国人雇用状況」の届出状況（令和５年 10 月末現在）」
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　労働保険制度は、それ自体が労働者のセーフティネットであるとともに、
労働行政における各種施策を推進する財政基盤となる重要なものであります。
　労働保険の未手続事業の解消及び保険料の適正徴収は、労働保険制度の健 
全な運営、費用負担の公平性の確保、労働者の福祉の向上の観点から極めて
重要であり、重点的な取組が求められています。
　また、「規制改革実施会議」（令和４年６月７日閣議決定）において、オン
ライン利用率を大胆に引き上げる取組を推進することとされていることから、
労働保険制度における適用徴収業務に関しても電子申請の普及促進が急務と
なっています。

9　労働保険制度に基づくセーフティネットの運営

　　

課 題

（１）労働保険の未手続事業一掃対策の推進　
　　労働保険未手続事業一掃業務について、行政機関やその他の関係機関等と連携して、未手続
　事業の的確な把握と効果的な手続勧奨等によって、未手続事業の一掃対策の推進に取り組みま
　す。

（２）労働保険料の適正徴収　
　　労働保険料の申告・納付に係る会計法令等の周知を図り、また、申告書等の内容審査を適正
　に実施することで、労働保険料の徴収過不足を防止するとともに、法定納期内に納付がない滞
　納事業場に対しては、未納額及び消滅時効等を的確に管理し、納付督励等を適切に実施するこ  
   とで労働保険料の適正徴収に取り組みます。

（３）労働保険手続における電子申請の利用促進　
　　労働保険の年度更新について、更新手続に係る広報にあわせて電子申
　請の利用を促す広報を実施し、 受付会場に電子申請体験コーナーを設置
　する等により、電子申請の利用促進に向けた取組を行います。

　　

今 後 の 取 組

4年度3年度2年度元年度30年度29年度（単位：事業）

30,86430,81730,61230,31730,21930,053
適⽤事業場数

15,23915,14415,05014,87614,88314,749個別事業場数

15,62515,67315,56215,44115,33615,304
委託事業場数

労働保険適用事業場数（和歌山労働局）　　　　資料出所 : 厚生労働省 労働保険の適用徴収の状況

労働保険料収納状況　　　　　　　資料出所 : 厚生労働省 労働保険の適用徴収の状況
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総 務 部 

労働基準部 

人事、会計、給与など
総 務 課

労働保険の適用・徴収など労働保険徴収室
 

労働条件の確保・改善に関する指導 

など

最低賃金の決定など

監 督 課

労働災害防止、職業性疾病の予防など
健 康 安 全 課

 

労災保険制度、被災労働者の社会復

帰対策など

職業安定部 

職 業 対 策 課
 

訓 練 課 

雇用環境
 

・均等室 

賃 金 室

労 災 補 償 課

労働基準監督署 
 

和歌山、御坊、橋本、田辺、新宮 

公共職業安定所（ハローワーク） 
 

和歌山、新宮、田辺、御坊、湯浅、海南、 

橋本、串本（出張所） 

一般求職者・若年者の雇用対策、雇

用保険給付など
職 業 安 定 課

労働者派遣事業、職業紹介事業の許
可・届出、指導監督など

需給調整事業室

高年齢者・障害者・外国人労働者の

雇用対策、各種助成金など  

ハロートレーニング(公的職業訓練)、
求職者支援制度、生活困窮者等就
労支援など

総合的な施策の企画・広報、総合労働相談、女性活躍推進、ワーク・
ライフ・バランス（育児・介護休業等両立支援、働き方改革）、パート
タイム・有期雇用労働対策、ハラスメント防止対策、フリーランスなど

求職者に対する職業相談・職業紹介、求人受理、

雇用保険適用・給付、各種雇用支援など

労働時間・賃金の支払等労働条件に関する監督

指導、職場の安全衛生・健康管理に関する指導、

労災保険の各種給付など

TEL:073-488-1100 

TEL:073-488-1102

TEL:073-488-1150

TEL:073-488-1151

TEL:073-488-1152

TEL:073-488-1153

TEL:073-488-1160

TEL:073-488-1160

TEL:073-488-1161

TEL:073-488-1162 

TEL:073-488-1170 

和歌山労働局の組織と主な業務内容
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相談の内容 相談先 
○総合労働相談コーナー 

 
労働局又は労働基準監督署の総合労働相談コーナー

・労働基準関係法令以外の解雇、労働条件変更等を巡

る労働者と使用者との紛争に関する相談 
・事業主からのいじめ、嫌がらせ等に関する相談  
・その他法令、制度に関する照会など  

 
 

労働局雇用環境・均等室

 ・性別を理由とする差別に関する相談

・セクシュアルハラスメントに関する相談
 

・母性健康管理に関する相談
 

・同一労働同一賃金に関する相談
 

・女性活躍推進法に関する相談

・パワーハラスメントに関する相談

 

 
○育児・介護休業、次世代法等に関する相談  

労働局雇用環境・均等室 ・育児、介護休業法等に関する相談
・妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い
　に関する相談

 

・次世代法に基づく行動計画の策定、認定などの相談

・育児休業給付、介護休業給付などの相談
 

 所轄のハローワーク又は労働局職業安定課
 

○労働条件に関する相談  
所轄の労働基準監督署又は労働局監督課

労働局賃金室

 ・賃金不払、解雇、労働時間、有給休暇などの相談

 談相のどな金賃低最・

・労働時間・有給休暇・賃金・退職金制度の改善など

の相談 
労働局雇用環境・均等室

 

○労働安全、健康管理に関する相談  
所轄の労働基準監督署又は労働局健康安全課 ・職場の安全衛生、健康管理などの相談 

○労災保険に関する相談  
所轄の労働基準監督署又は労働局労災補償課 ・労災保険の申請や給付に関する相談 

・労災保険の加入などの相談 所轄の労働基準監督署又は労働局労働保険徴収室 

 

○雇用保険に関する相談  
所轄のハローワーク又は労働局職業安定課

所轄のハローワーク又は労働局労働保険徴収室

 
 

・雇用保険の申請や給付に関する相談 

・雇用保険の加入などの相談 

○就職活動に関する相談  
所轄のハローワーク又は労働局職業安定課 ・求職、求人に関する相談 

○職業訓練に関する相談  
所轄のハローワーク又は労働局訓練課  

・職業訓練の受講などの相談 

○外国人の就労に関する相談  
所轄のハローワーク又は労働局職業対策課 

・外国人労働者の職業相談、雇用管理などの相談

・外国人労働者の労働条件などの相談 所轄の労働基準監督署又は労働局監督課 
○労働者派遣、民営職業紹介事業に関する相談

労働局需給調整事業室 ・労働者派遣事業に関する相談 
・民営職業紹介事業に関する相談 
 

労働関係について相談したいとき（一覧） 

○男女の均等取扱、パートタイム・有期雇用労働、
ハラスメント、フリーランスに関する相談
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労働基準監督署管轄区域図

ハローワーク管轄区域図

和歌山署

御坊署

田辺署 新宮署

和歌山署
管轄区域　�和歌山市・海南市・岩出市・紀美野

町《3市1町》
管内人口　�455,338�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　476.76㎢〔令和2年国勢調査〕
�産　　業　�鉄鋼、機械〔繊維機械・精密機械〕、

皮革、染料、木工家具、ニット生地、
漆器、和雑貨〔キッチン・バス・ト
イレ用品〕など 橋本署

管轄区域　�橋本市・紀の川市・伊都郡《2市3町》
管内人口　137,157�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　691.63㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�パイル繊維〔シール繊維・寝具・インテリア用品など〕、柿・

みかん等の果樹栽培、紀州へら竿など
観光産業　高野山霊地

御坊署
管轄区域　�御坊市・有田市・有田郡・日高郡
　　　　　〔みなべ町を除く〕《2市8町》
管内人口　123,548�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　1.053.81㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�みかん、梅、山椒、蚊取線香、醤油、

電線製造、紀州備長炭、マージャン
パイなど

田辺署
管轄区域　�田辺市・日高郡のうちみなべ町・西牟婁郡《1市4町》
管内人口　115,646�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　1.579.99㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�ボタン、梅の栽培及びこれらを原料とする食料品製造業、

製材、紀州備長炭
観光産業　�熊野三山霊地、湯峰温泉、川湯温泉、白浜温泉、椿温泉

ほか

新宮署
管轄区域　新宮市・東牟婁郡《1市4町1村》
管内人口　57,798�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　922.45㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�上質な紀州材の産地、特に遠洋漁業の

基地としても有名〔鯨・マグロほか〕
観光産業　�熊野三山霊地、瀞峡、勝浦温泉ほか

橋本署

和歌山所

海南所

湯浅所

御坊所

串本出張所

田辺所 新宮所

橋本所

ハローワーク橋本
管轄区域　橋本市・伊都郡《1市3町》
管内人口　79,942�人
　　　　　〔令和6年1月現在〕
管内面積　593.97㎢
　　　　　〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�パイル織物〔シール織物・寝具・

インテリア用品など〕、柿、み
かん等果樹栽培、紀州へら竿
など

観光産業　高野山霊地

ハローワーク新宮
管轄区域　�新宮市・田辺市本宮町・

東牟婁郡〔串本町、古座
川町を除く〕

　　　　　《2市2町1村》
管内人口　44,147�人
　　　　�　〔令和6年1月現在〕
管内面積　696.61㎢
　　　　　〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�上質な紀州材の産地であ

り、特に遠洋漁業の基地
としても有名〔鯨・マグ
ロほか〕

観光産業　�熊野三山霊地、瀞峡、勝
浦温泉、湯峰温泉、川湯
温泉ほか

ハローワーク和歌山
管轄区域　和歌山市・岩出市・紀の川市《3市》
管内人口　459,110�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　475.57㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�鉄鋼、機械〔繊維機械・精密機械〕

繊維、染料、製材、ニット生地、木
工家具、皮革など

ハローワークかいなん
管轄区域　海南市・海草郡《1市1町》
管内人口　53,443�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　229.4㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�石油精製、和雑貨〔キッチン・バス・

トイレ用品〕、木工、家具、漆器、繊維
製品など

ハローワーク湯浅
管轄区域　有田市・有田郡《1市3町》
管内人口　66,254�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　474.79㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�電線製造、蚊取線香、縫製、醤油、

みかん等果樹栽培

ハローワーク御坊
管轄区域　御坊市・日高郡〔みなべ町を除く〕《1市5町》
管内人口　57,294�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　579.02㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�機械器具、金属製品、梅加工、紀州備長炭、
　　　　　木材・木製品製造、マージャンパイなど

ハローワーク田辺
管轄区域　田辺市�〔本宮町を除く〕・西牟婁郡〔すさみ町を除く〕
　　　　　日高郡みなべ町《1市3町》
管内人口　109,854�人〔令和6年1月現在〕
管内面積　1.201.48㎢〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�ボタン、製材、梅の栽培及びこれを原料とする食料品製造業、

紀州備長炭など
観光産業　白浜温泉、椿温泉ほか

ハローワーク串本
〈新宮所 串本出張所〉
管轄区域　�西牟婁郡すさみ町・東牟婁

郡串本町・古座川町《3町》
管内人口　19,443�人
　　　　　〔令和6年1月現在〕
管内面積　604.35㎢
　　　　　〔令和2年国勢調査〕
産　　業　�木材・木製品製造、漁業
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県内の労働基準監督署

和歌山労働局の所在地

和 歌 山

〒 640-8582 和歌山市黒田二丁目 3 番 3 号　和歌山労働総合庁舎 1 階

方           面 TEL：073-407-2200

安 全 衛 生 課 TEL：073-407-2201

労    災    課 TEL：073-407-2202

総合労働相談コーナー TEL：073-407-2203

御 坊 〒 644-0011　 御坊市湯川町財部 1132 TEL：0738-22-3571

橋 本 〒 648-0072 橋本市東家 6 丁目 9 番 2 号 TEL：0736-32-1190

田 辺 〒 646-8511　 田辺市明洋二丁目 24 番 1 号 TEL：0739-22-4694

新 宮 〒 647-0033 新宮市清水元 1 丁目 2 番 9 号 TEL：0735-22-5295

和 歌 山 〒 640-8331 和歌山市美園町 5 丁目 4 番地 7 TEL：073-425-8609

（ 東 別 館 ） 〒 640-8331 和歌山市美園町 5 丁目 9 番地 12 TEL：073-488-7810

新 宮 〒 647-0044 新宮市神倉 4 丁目 2 番 4 号 TEL：0735-22-6285

（串本出張所） 〒 649-3503 東牟婁郡串本町串本 2000 の 9 TEL：0735-62-0121

田 辺 〒 646-0027 田辺市朝日ヶ丘 24 の 6 TEL：0739-22-2626

御 坊 〒 644-0011 御坊市湯川町財部 943 TEL：0738-22-3527

湯 浅 〒 643-0004 有田郡湯浅町湯浅 2430 の 81 TEL：0737-63-1144

海 南 〒 642-0001 海南市船尾 186 の 85 TEL：073-483-8609

橋 本 〒 648-0072 橋本市東家 5 丁目 2 番 2 号
橋本地方合同庁舎 1 階 TEL：0736-33-8609

県内のハローワーク

和歌山労働局ホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/

home.html

〒 640-8581　 和歌山市黒田二丁目 3 番 3 号
                       和歌山労働総合庁舎
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ワークプラザ紀ノ川

〒 649-6216 岩出市野上野 97 TEL：0736-61-3100

ハローワークサロンほんまち（わかやま新卒応援ハローワーク）

〒 640-8033 和歌山市本町１丁目 22 番　Wajima 本町ビル２階 TEL：073-421-1220

ワークサロン貴志川（紀の川市ふるさとハローワーク）

〒 640-0411 紀の川市貴志川町前田 142（市役所貴志川支所西側） TEL：0736-65-3435

ワークプラザ河北（地域共同就職支援センター）

〒 640-8403 和歌山市北島 37-5 TEL：073-494-3050

ワークサロンかいなん（ハローワークかいなん就職支援センター）

〒 642-0017 海南市南赤坂 11（市役所５階） TEL：073-488-1371

和歌山労働局　雇用保険電子申請事務センター

〒 640-8341 和歌山市黒田 93-1　メゾンクロダ壱番館 102　 TEL：073-488-8613

和歌山労働局総合労働相談コーナー TEL：073-488-1020

和歌山総合労働相談コーナー   （和歌山労働基準監督署内） TEL：073-407-2203

御坊総合労働相談コーナー　  （御坊労働基準監督署内） TEL：0738-22-3571

橋本総合労働相談コーナー　  （橋本労働基準監督署内） TEL：0736-32-1190

田辺総合労働相談コーナー　  （田辺労働基準監督署内） TEL：0739-22-4694

新宮総合労働相談コーナー　  （新宮労働基準監督署内） TEL：0735-22-5295

その他の職業相談窓口

雇用保険電子申請のお問合せ

総合労働相談コーナーご案内



MEMO





令和６年度令和６年度

和歌山労働局のとりくみ和歌山労働局のとりくみ

労働基準監督署・ハローワーク労働基準監督署・ハローワーク
和歌山労働局和歌山労働局

（和歌山市　友ヶ島）

（行政運営方針）（行政運営方針）


